
 
 

 
 

 

持続可能な観光に向けた土地利用規制に関する研究 

 

正会員◯横田 彩夏*1 同 姫野 由香*2 同 長弘 颯太郎*1 準会員 宇土 沙希*3 

７.都市計画― 3.市街地変容と都市・地域の再生 都市計画 

持続可能な観光 オーバーツーリズム 土地利用    

1 研究の背景と目的                

観光によって生み出される収入は,観光地とその周

辺の社会的経済,文化的発展に貢献してきた。一方で,観
光客の著しい増加による住民生活の質,観光客の体験

の質への悪影響は「オーバーツーリズム」と呼ばれ,多
くの観光地で対策が検討されてきた 1)。国連世界観光

機関(以下 UNWTO)によると 2023 年 9 月の時点で,世
界の国際観光客到着数は,COVID-19流行前の水準に迫

り,観光需要は急激な回復を示しているとされている。

そして,今後も観光需要は増加し続けることが予想され,観
光地の人流管理は重要な課題として指摘されている2)。 
また,2013年にはUNWTOの指示の下,観光に関わる

すべての地域が目指す必須の基準である GSTC-D 注 1)

が開発され,国連加盟国での順守が求められている 3)。

日本国内においても,2020年に GSTC-Dをベースとし,
持続可能な観光地マネジメントの促進を目的とした

「日本版持続可能な観光ガイドライン」(以下 JSTS-D)
が策定された。これらにより,世界各地や日本国内で持

続可能な観光に向けた取組が確認でき, GSTC の認証

団体による取組の表顕が行われている注2)。 
阿部ら 4)は,複数のオーバーツーリズム発生都市での

対策をまとめ,包括的な観光地マネジメントの手法を検

討している。その中で,居住環境と観光活動の両立のた

め,土地利用の規制と誘導が不可欠としている。しかし,
土地利用によって人流や開発を管理する取組に着目し,
その手法,傾向をまとめた研究や書籍は確認できない。 
そこで本研究では,持続可能な観光に向けた取組として

の土地利用対策事例から,立地条件や手法ごとの傾向を明

らかにする。これにより,観光地の立地や観光資源による

土地利用対策の適用方法を検討することを目的とする。 
2 研究の方法                   
本研究では,持続可能な観光のための土地利用対策の手

法の詳細を把握するため,持続可能な観光に向けた取組を 

表顕された事例 5)と,オーバーツーリズム対策を行なって

いる事例1)4)6)を収集する。3章では,各事例を立地的特徴に

よって分類し,対策の傾向を明らかにする。また,収集した

事例の土地利用対策を行なっている事例(全 10 件)のうち,
人流や開発行為の管理手法の詳細が確認できた 5 件の事

例の「規制策」と「誘導策」に着目して詳細を把握する。

4 章では,日本有数の温泉観光地であり,持続可能な観光を

目的とした土地利用対策はまだ行われていない別府市を

対象に,土地利用対策の検討を行う。その際,3 章で明らか

にした立地的特徴や「規制策」「誘導策」による土地利用

対策を用いて検討を加える。 
3 持続可能な観光地に向けた取組の動向       

3-1 本研究で対象とする事例 
本研究では ,①GSTC の認証団体である Green 

Destinationsが 2022年に選出したGreen Destinations Top 100 
Stories list (以下,GD Top 100)の観光地102件,②UNWTOの

レポート 1)にて紹介されたオーバーツーリズム発生都市8
件のうちインターネットと書籍で情報収集が可能であっ

た5件,③複数の書籍 4)6)にて日本国内のオーバーツーリズ

ム発生都市とされる京都市の計108件を対象事例とする。 

3-2 立地と対策による傾向 
本節では,立地タイプによる対策の傾向の違いを明ら

かにするため,108 件の事例を立地タイプと対策を講じた

対象によって分類した。立地タイプは,人流管理の観点よ

り,観光客の分散の可否によって分類した(表 1)。また,立
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表1 立地タイプの定義 

表2 対策を講じた対象の定義 
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地タイプごとの対策の傾向を把握するため,対策を講じ

た対象を 7 つに分類した(表 2)。次に,持続可能な観光に

向けた取組を行うGD Top 100の事例と,オーバーツーリズ

ム発生都市事例について,立地タイプ別に対策を講じた対

象の割合を図1のレーダーチャートに示す注3)。 
DMO の設立など「運営体制」に関する取組を行なっ

た事例は,GD Top 100では54.8%(単一目的地型),72.5％(地
域観光型),オーバーツーリズム発生都市では100%といず

れも高い割合を示している。これは,持続可能な観光地に

向けた取組を始める初期段階では,基本的な組織の見直

しや,観光地の全体的な指針の見直しなどが必要となっ

てくるためと考えられる。また,その他の項目に比べ,直接

的な費用が必要となりにくく,対策を講じやすいことも

理由であると考えられる。 
雇用機会の創出や宣伝活動のための資金調達など「産

業」に関する取組を行なった事例は,GD Top 100 では約

37.1%(単一目的地型),50％(地域観光型)であるのに対し,
オーバーツーリズム発生都市では 0%である。つまり,観
光客の増加や観光産業の活性化を図る観光地において取

り組まれる対策であることが確認できた。 
バスの路線拡大や公共空間のバリアフリー化など「イ

ンフラ・設備」に関する取組を行なった事例は, 地域観光

型では,GD Top 100 とオーバーツーリズム発生都市の両

方で50%近い値を示している。観光客の分散が可能な地

域観光型の半数で, インフラ整備により,人流管理と住民

生活の質の確保に取り組んでいることがわかった。 
生態系の保護など「自然環境」に関する取組を行なっ

た事例は,単一目的地型で最大(58.1%)である。これは,単
一目的地型に,「自然環境」を観光資源とする観光地が多

いためであると考えられる。 
そして,公共空間の活用計画の策定や宿泊施設の立地

規制など「土地利用」に関する取組を行なった事例は,GD 
Top 100 では 12.5%であるのに対し,オーバーツーリズム

発生都市では83.3%に上る。これは本研究では,土地利用

対策事例収集のため, オーバーツーリズム発生都市を対

象事例としたことが理由である。一方で,まだ観光による

悪影響が顕在化していない観光地が多い GD Top 100 で

は, 人流や観光資源の管理が予め行われている,もしくは, 
現時点ではその必要がないため「土地利用」に対して対

策が行われていない傾向が確認できた。 
3-3 土地利用に関する対策を講じた事例の詳細 

3-2において,「土地利用」に対策を講じている事例

について「規制策」と「誘導策」に着目し, 人流や開発

行為の管理手法の詳細を把握する。 
「土地利用」に対策を講じている事例(全10件)の規制

策と誘導策の概要を表3に示す。各事例をⅠ.規制策のみ

を講じている事例,Ⅱ.誘導策のみを講じている事例,Ⅲ.規
制策と誘導策の両方を講じている事例の3つに分類した。 

表 3 の「対策が作用した課題」と「事例の出典元」

より,オーバーツーリズム発生都市では,オーバーツーリ

ズムに起因した課題のみに対策が作用している。そのた

め,多様な事例の詳細が把握できる GD Top 100 と,オー

バーツーリズム発生都市の事例をⅠⅡから,それぞれ 1
件ずつ選定し,その詳細を表4にまとめた。ただし, Ⅲの

該当事例はベルリンのみのため, オーバーツーリズム

発生都市の事例のみとした。 

図1 対象事例の立地タイプ別の対策の割合 

表3 各事例の土地利用対策の概要 
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表4のⅠ.規制策のみを講じた事例に着目する。那須

塩原市では,観光客の体験の質を保護するため,駐車禁止

区域の設定や条例の制定を行なっている。また,バルセ

ロナでは,観光関係事業者を対象とした観光関連施設の

立地規制をすることで,住環境の保全を図っている。 
一方で,規制策を講じることによって必要となった

対策として,那須塩原市では,警備強化が行われており, 
観光地の保全のための人材や資金が必要になっている。

また,バルセロナでは,規制対象となることを避けるた

めに違法民泊が増加したことや,大胆なエリア分けへ

の観光業界からの反発が確認できる。 
規制策を講じることで,住民生活の質を守れる一方

で,規制策に対する副作用もあるため,それらに備えた

制度や体制を構築する必要があり,規制策は重層的で

なければならないと考えられる。 
次に,Ⅱ.誘導策のみを講じた事例に着目する。大洲

市ではDMO が主導して予め施設整備を行なったこと

により,その後,当該地域への観光関連事業者の参入が

確認できる。また,京都市でも,上質な宿泊施設の建設に

ついて規制緩和による立地誘導を行うことで,十数件

のホテル建設が計画されている。 
一方で,大洲市のような観光促進を目的とした誘導

策を講じるには,予め施設整備を行うなど,多額の初期

費用が必要となる。大洲市では,DMO に金融業者が参

加し,初期費用の捻出をしている。このように観光地マ

ネジメントのための体制構築には,取組に合わせた専

門家の参加も必須であると考えられる。また,京都市の

宿泊施設の立地に関する規制は,都市計画法に定める

用途地域にとどまっている。商業地域では,簡易宿所の

増加により商業施設へ空間の供給が進まないことを背

景に,景観施策である高さ制限の緩和が行われている。

これらより,宿泊施設の増加に関して立地規制などの

直接的な対策は講じず注 4),観光による経済活動を規制

していないことがわかる。 
Ⅲ.規制策と誘導策の両方を講じているベルリンで

は,観光地化によって生じた課題には規制策をとり,計
画的な宿泊施設の建設を誘導するなど, 住民生活の質

の保護と,観光促進の両立を図っている。また,規制策は

必要になった際に講じる体制をつくり,そのためのモ

ニタリングをしていることがわかった。 
以上より,観光地では課題解決と長期的な観光地マ

ネジメントのため,規制策と誘導策を組み合わせたり,
その他の制度や体制構築を行なったりなど,複合的な

対策が必要であることがわかる。特に,観光は関連する

団体が多いため,規制策による副作用など,他への影響

を考慮し,モニタリングする必要があるといえる。 
4 大分県別府市の概要と宿泊施設の立地傾向      
4-1 大分県別府市について 

3-3 において,京都市のように商業地域で簡易宿所が

増加する課題は,同市独自の対策が講じられておらず,全
国の観光地でも起きうる課題といえる。そこで,大分県

別府市を対象に,宿泊施設数の推移や課題を把握する。 
別府市は源泉数・湧出量が日本一であり,住民が組合

で運営する共同温泉を観光客も利用するなど,住民生

活と観光が共存する国内有数の温泉観光地である。 
別府市の宿泊施設数注 5)の推移を図 2 に示す。2015

表4 選定した事例の土地利用対策の詳細 
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年度以降,旅館・ホテルは減少傾向にある一方で,簡易宿

所は増加傾向にあり,特に,2017~2019 年度に著しく増

加している。これは,2016年度の旅館業法における簡易

宿所営業の基準緩和や,2018 年度の住宅宿泊事業法の

施行が影響していることが姫野ら 7)の研究によりわか

っている。また, 京都市と同様に,別府市の宿泊施設の

立地に関する規制は,温泉掘削に関する温泉法以外は,
用途地域や景観重点地区等の一般的な都市計画上の規

制にとどまる。一方で,別府市が行なったアンケート調

査８）では,住民から観光に関して苦情や否定的な意見

が確認できないため,観光によって住民の生活の質に

悪影響が及んでいる可能性は低いと考える。  
4-2 別府市における土地利用対策の検討 

別府市における宿泊施設の土地利用対策について

検討をする。現在の宿泊施設の立地状況注6)を図3に示

す。中心市街地注7)と鉄輪温泉地区に宿泊施設が集中し

ている。特に,中心市街地の客室数は別府市全体の約 4
割を占める。また,旅館・ホテル,簡易宿所が立地可能な

商業地域等注 8)は広範囲に指定されており,中心市街地

や鉄輪温泉地区を除くこのようなエリアでは,今後も

宿泊施設が増加する可能性が考えられる。そのため,課
題が生じる前に,宿泊施設の総量規制や,容積率の規制

などの規制策を検討したり,講じたりできる体制構築

が必要と考える。 
5 総括                     
本研究では, 持続可能な観光に向けた取組としての土

地利用対策事例から,立地条件や手法ごとの傾向を明らか

にし,大分県別府市における,土地利用対策を検討した。 
持続可能な観光に向けた取組として,観光地の運営

体制の見直しは必須であり,その他にも立地や観光地

の課題に合わせた対策を複合的に行うことが必要であ

ることがわかった。 
また,土地利用対策を講じた事例の規制策と誘導策

に着目した。観光地では,課題解決と長期的な観光地マ

ネジメントのため,規制策と誘導策を組み合わせるな

ど重層的な対策が必要であることがわかった。 
大分県別府市では,全国の観光地で起きうる課題と

して,簡易宿所の増加に着目した土地利用対策を検討

した。本研究では,簡易宿所の立地のみに着目したが ,
住民生活の質の保護と,観光促進両立のため,今後さら

に,地区人口や観光資源,客室数等を考慮し,広域的な土

地利用対策を検討する必要があると考える。 
【補注】 
注1) GSTC Destination Criteriaの略称。 
注2) Green Destinationsによって毎年選出される「Green Destinations Top 100 Stories list」

を指す。  
注3) Green Destinations TOP 100 Stories listレポートや書籍で確認できた対策は全てカ

ウントしたため,各事例に項目の重複あり。 
注 4)ただし,京都市は旅館業法上の簡易宿所と,住宅宿泊事業法上の民泊に対し,客室面

積に下限値を設けるなど,独自のルールを示した「京都市住宅宿泊事業の適正な
運営を確保するための措置に関する条例」を制定している。 

注5)本章では,旅館業法上の旅館・ホテル営業を「旅館・ホテル」,簡易宿所営業を「簡
易宿所」,住宅宿泊事業法上の民泊を「住宅民泊」とし,これらをまとめて別府市
における「宿泊施設」とする。 

注 6) 2022 年度末までに,大分県より営業許可を得た旅館ホテル,簡易宿所,住宅民泊
で,2023年9月末時点での営業が確認できた施設を図3に示した。 

注7) 2008 年7 月に別府市が策定した「別府市中心市街地活性化基本計画」にて示さ
れる中心市街地を適用した。 

注8)用途地域の第1種住居地域, 第2種住居地域, 近隣商業地域,商業地域,準工業地域
を指す。 
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図2 別府市の宿泊施設数の推移 

図3 別府市の宿泊施設の立地分布 
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